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(57)【要約】
加温による粘着シートの変形が生じ難い、耐熱性粘着シートの提供。基材に粘着剤層を積
層してなる粘着シートであって、基材が熱収縮性を示し、粘着剤層が、（メタ）アクリル
酸エステル共重合体と光重合性化合物と多官能イソシアネート硬化剤と光重合開始剤とを
含み、粘着付与樹脂を実質的に含まないことを特徴とする粘着シートを提供する。この粘
着シートは、加温された場合にも粘着シートの変形を生じない。また粘着剤に粘着付与樹
脂を実質的に含まないため、加温された場合にも粘着剤層の軟化を生じない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップを加熱しながら性能検査する工程で使用される粘着シートであって、該粘
着シートは基材の上に粘着剤層が設けられた粘着シートであり、該基材が、１２０℃で１
５分加熱した時の熱収縮率が１．０％～５．０％であり、該粘着剤層が、
　（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部と
　光重合性化合物５～２００質量部と
　多官能イソシアネート硬化剤０．５～２０質量部と
　光重合開始剤０．１～２０質量部と
　粘着付与樹脂０～２質量部を含む
ことを特徴とする、半導体検査用の耐熱性粘着シート。
【請求項２】
　前記基材が、二軸延伸されたフィルムであることを特徴とする、請求項１に記載の半導
体検査用の耐熱性粘着シート。
【請求項３】
　前記粘着シートの粘着剤層が、剥離付与剤を含む、請求項１又は請求項２に記載の半導
体検査用の耐熱性粘着シート。
【請求項４】
　前記剥離付与剤は、シリコーン系グラフト共重合体からなる請求項３に記載の半導体検
査用の耐熱性粘着シート。
【請求項５】
　前記剥離付与剤の添加量は、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部に対し
て０．１～２０質量部である、請求項３又は請求項４に記載の半導体検査用の耐熱性粘着
シート。
【請求項６】
　前記多官能イソシアネート硬化剤が、イソシアネート基を３個以上有する、請求項１乃
至請求項５のいずれかの一項に記載の半導体検査用の耐熱性粘着シート。
【請求項７】
　前記光重合開始剤が、２３℃から１０℃／分の昇温速度で昇温したときの質量減少率１
０％となる温度が２５０℃以上である、請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の半
導体検査用の耐熱性粘着シート。
【請求項８】
　半導体チップが粘着シートに貼り付けられた状態で、１００～１５０℃のステージ上に
前記粘着シートが前記ステージに接するように載せて吸着固定する吸着工程と、
　前記ステージを１００～１５０℃に加熱しながら前記半導体チップの性能を検査する検
査工程と、
　前記粘着シートに活性光線を照射する活性光線照射工程と、
　前記粘着シートから前記半導体チップをピックアップするピックアップ工程
を含み、
前記粘着シートは、請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の粘着シートである、半導
体検査方法。
【請求項９】
　前記吸着工程の前に、粘着シートを半導体ウエハに貼り付ける貼付工程と、
　前記半導体ウエハをダイシングして前記半導体チップにするダイシング工程をさらに備
える、請求項８に記載の半導体検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体検査用の耐熱性粘着シートおよび該粘着シートを用いた半導体検査方
法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハは、回路を形成した後に粘着シートを貼合してから、素子小片への切断（
ダイシング）、洗浄、乾燥、粘着シートの延伸（エキスパンディング）、粘着シートから
の素子小片の剥離（ピックアップ）、マウンティングなどの各工程へ配される。これらの
工程で使用される粘着シート（ダイシングテープ）には、ダイシング工程から乾燥工程ま
では切断された素子小片（チップ）に対して充分な粘着力を有しながら、ピックアップ工
程時には糊残りのない程度に粘着力が減少していることが望まれる。
【０００３】
　粘着シートとして、紫外線および／又は電子線などの活性光線に対し透過性を有する基
材上に紫外線等により重合硬化反応をする粘着剤層を塗布したものがある。この粘着シー
トでは、ダイシング工程後に紫外線等を粘着剤層に照射し、粘着剤層を重合硬化させて粘
着力を低下させた後、切断されたチップをピックアップする方法がとられる。
【０００４】
　このような粘着シートとしては、特許文献１および特許文献２には、基材面に例えば活
性光線によって三次元網状化しうる、分子内に光重合性不飽和二重結合を有する化合物（
多官能性オリゴマー）を含有してなる粘着剤を塗布した粘着シートが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４５９８９号公報
【特許文献２】特開２０１２－２４８６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　　半導体装置の製造工程では、以下の順序で加工および性能検査が行われている。
・半導体ウエハのダイシング
・性能検査（常温）
・パッケージング
・性能検査（高温および常温）
　上記の工程では、高温状態で異常があるチップは、パッケージング後の性能検査まで判
別することができない。そのため、高温状態で異常があるチップも全てパッケージングし
なければならず、パッケージングコストの増大につながっていた。
【０００７】
　ダイシング後の性能検査を高温で行うことができれば、パッケージングコストの削減に
つながるが、この性能検査はダイシングテープなどの粘着シートに半導体チップを貼付し
た状態で行っており、半導体チップを加温すると、粘着シートがたわんで変形したり、過
度に密着してしまったりすることがあった。
【０００８】
　粘着シートが変形すると、半導体チップの位置がずれ、チップ上に形成された電極パッ
ドと検査プローブとのアライメントが自動で出来なくなるため、検査に長時間を要する。
更に、変形が大きい場合は、チップが検査プローブに接触して検査ができなくなるおそれ
がある。また、半導体チップの間隔が狭い場合は、チップ同士が接触し、チップの破損や
強度低下を招くおそれがある。
【０００９】
　また、粘着シートが半導体チップに過度に密着すると、紫外線等を照射して粘着剤層を
硬化させても粘着剤層の粘着力が十分に低下せず、ピックアップが困難となったり糊残り
などの不良が生じたりする原因となる。
【００１０】
　　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、半導体ウエハを加温した状態
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で検査することを可能とする粘着シートを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、半導体チップを加熱しながら性能検査する工程で使用される粘着シー
トであって、該粘着シートは基材の上に粘着剤層が設けられた粘着シートであり、該基材
が、１２０℃で１５分加熱した時の熱収縮率が１．０％～５．０％であり、該粘着剤層が
、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部と光重合性化合物５～２００質量部
と多官能イソシアネート硬化剤０．５～２０質量部と光重合開始剤０．１～２０質量部と
粘着付与樹脂０～２質量部を含むことを特徴とする、半導体検査用の耐熱性粘着シートが
提供される。
【００１２】
　本発明者らは、熱収縮性のあるフィルムを粘着シートの基材に用いることで、加温後の
粘着シートに張りをもたせて変形を抑制できること、また、加温による粘着剤層の軟化は
、粘着剤に含まれる粘着付与樹脂の軟化が要因となっていることを見出した。
　この知見に基づき、上記範囲の熱収縮率を有する基材上に上記組成の粘着剤層が設けら
れた粘着シートを用いることによって、半導体ウエハを加温した状態で検査することが可
能になることを見出し、本発明の完成に到った。
【００１３】
　以下、本発明の種々の実施形態を例示する。以下に示す実施形態は互いに組み合わせ可
能である。
　好ましくは、前記基材が、二軸延伸されたフィルムであることを特徴とする。
　好ましくは、前記粘着シートの粘着剤層が、剥離付与剤を含む。
　好ましくは、前記剥離付与剤は、シリコーン系グラフト共重合体からなる。
　好ましくは、前記剥離付与剤の添加量は、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００
質量部に対して０．１～２０質量部である。
　好ましくは、前記多官能イソシアネート硬化剤が、イソシアネート基を３個以上有する
。
　好ましくは、前記光重合開始剤が、２３℃から１０℃／分の昇温速度で昇温したときの
質量減少率１０％となる温度が２５０℃以上である。
【００１４】
　本発明の別の観点によれば、半導体チップが粘着シートに貼り付けられた状態で、１０
０～１５０℃のステージ上に前記粘着シートが前記ステージに接するように載せて吸着固
定する吸着工程と、前記ステージを１００～１５０℃に加熱しながら前記半導体チップの
性能を検査する検査工程と、前記粘着シートに活性光線を照射する活性光線照射工程と、
前記粘着シートから前記半導体チップをピックアップするピックアップ工程を含み、前記
粘着シートは、上記記載の粘着シートである、半導体検査方法が提供される。
　好ましくは、前記吸着工程の前に、粘着シートを半導体ウエハに貼り付ける貼付工程と
、前記半導体ウエハをダイシングして前記半導体チップにするダイシング工程をさらに備
える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、加温による粘着シートの変形および粘着剤層の軟化が生じ難い粘着シー
トが提供され、半導体ウエハを加温した状態で検査することが可能となる。従来、加温状
態でのウエハ検査は、半導体のパッケージング工程後に行われていたが、本発明により、
加温状態でのウエハ検査をパッケージング工程前に行うことができる。すなわち、本発明
によって、加温状態で不良のあるチップをパッケージング工程前に判別することができる
ため、該不良チップをパッケージングせずに済ませることができ、パッケージングコスト
の削減につながる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、本発明を実施するための好適な形態について説明する。なお、以下に説明する実
施形態は、本発明の代表的な実施形態の一例を示したものであり、これにより本発明の範
囲が狭く解釈されることはない。
【００１７】
１．粘着シート
（１）基材
（２）光硬化型粘着剤 
　（２－１）粘着付与樹脂を実質的に含まない。
　（２－２）（メタ）アクリル酸エステル共重合体
　（２－３）光重合性化合物
　（２－４）多官能イソシアネート硬化剤
　（２－５）光重合開始剤
【００１８】
２．半導体検査方法
（１）貼付工程
（２）ダイシング工程
（３）吸着工程
（４）検査工程
（５）活性光線照射工程
（６）ピックアップ工程
【００１９】
１．粘着シート
　本発明に係る粘着シートは、熱収縮性のある基材に光硬化型粘着剤層（以下、単に「粘
着剤層」とも称する）を積層してなり、粘着剤層に粘着付与樹脂を実質的に含まないこと
を特徴とする。本発明に係る粘着シートは、加温された場合にも変形することがない。ま
た、本発明に係る粘着シートは、粘着付与樹脂の軟化に起因した粘着剤層の軟化がほとん
ど又は全く生じないため、半導体ウエハに過度に密着することがない。従って、本発明に
係る粘着シートでは、粘着シートの変形による検査時間の長期化や半導体チップの破損な
どを防止できる。更に、紫外線等の照射により粘着剤層の十分な接着力の低下が得られ、
ピックアップ不良や糊残りを防止できる。
【００２０】
（１）基材
　基材の材料としては、１２０℃で１５分加熱したときの熱収縮率が１．０％～５．０％
であり、１．５％～４．０％であることが好ましい。熱収縮率が１．０％より小さいと、
加温した時の基材の収縮が小さく、基材の熱膨張などによって粘着シートが変形するおそ
れがある。また、熱収縮率が５．０％より大きいと、加温した時の基材の収縮が大きすぎ
て、リングフレームから粘着シートが剥がれたり、基材が破断したりするおそれがある。
ここで熱収縮率とは以下の式で求める値である。
（Ｌ０－Ｌ１）／Ｌ０×１００　（％）
     Ｌ０：加熱前の基材の長さ（１０ｃｍ）
     Ｌ１：１２０℃で１５分加熱し、室温まで冷却した後の基材の長さ
　また、基材は二軸延伸されていることが好ましい。二軸延伸されていることで、加熱時
に基材が収縮しやすくなる。このような基材としては、ポリエチレンやポリプロピレンな
どのポリオレフィン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニルなどが挙げられる。基材の形成方法
は特に限定されないが、例えば、Ｔダイから押出した樹脂を延伸してシート状に成形する
する方法が挙げられる。また、性能を損なわない範囲であれば、これらの基材に酸化防止
剤や帯電防止剤、滑剤、ブロッキング防止剤、充填剤などの添加剤が含まれていてもよい
。
【００２１】
　基材は、上記材料からなる単層あるいは多層のフィルムあるいはシートであってよく、
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異なる材料からなるフィルム等を積層したものであってもよい。基材の厚さは１０～１０
０μｍ、好ましくは２０～８０μｍである。
【００２２】
　基材には、帯電防止処理を施すことが好ましい。帯電防止処理としては、基材に帯電防
止剤を配合する処理、基材表面に帯電防止剤を塗布する処理、コロナ放電による処理があ
る。
【００２３】
　帯電防止剤としては、例えば四級アミン塩単量体などを用いることができる。四級アミ
ン塩単量体としては、例えばジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート四級塩化物、ジ
エチルアミノエチル（メタ）アクリレート四級塩化物、メチルエチルアミノエチル（メタ
）アクリレート四級塩化物、ｐ－ジメチルアミノスチレン四級塩化物、およびｐ－ジエチ
ルアミノスチレン四級塩化物が挙げられる。このうち、ジメチルアミノエチルメタクリレ
ート四級塩化物が好ましい。
【００２４】
（２）光硬化型粘着剤
　本発明に係る粘着シートの粘着剤層を形成する光硬化型粘着剤は、（メタ）アクリル酸
エステル共重合体と光重合性化合物と多官能イソシアネート硬化剤と光重合開始剤とを含
み、粘着付与樹脂を実質的に含まない。
【００２５】
（２－１）粘着付与樹脂を実質的に含まない。
　加熱による粘着剤層の軟化の原因となる粘着付与樹脂は、アクリル系接着剤の粘着性を
高めるために従来配合されている樹脂であって、特に限定されないが、ロジン系樹脂、テ
ルペン系樹脂、脂肪族石油樹脂、芳香族石油樹脂、水添石油樹脂、クロマン・インデン樹
脂、スチレン系樹脂、キシレン樹脂およびこれらの樹脂の混合物が挙げられる。
【００２６】
　粘着剤には、粘着付与樹脂が全く含まれないことが好ましいが、加温時に粘着剤層の軟
化をほとんど生じさせない程度であれば粘着剤中に含まれていてもよく、具体的には、（
メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部に対して２質量部以下（好ましくは０．
５質量部以下）が含まれていてもよい。つまり、「粘着付与樹脂を実質的に含まない」と
は、粘着付与樹脂の配合量は、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部に対し
て０～２質量部（好ましくは０～０．５質量部）であることを意味する。
【００２７】
　粘着剤には、粘着付与樹脂を実質的に含まない限り、剥離付与剤、老化防止剤、充填剤
、紫外線吸収剤および光安定剤などの各種添加剤は添加されていてもよい。剥離付与剤の
添加量は、特に限定されないが、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部に対
して０．１～２０質量部が好ましく、０．２～１０質量部がさらに好ましく、０．５～５
質量部がさらに好ましい。剥離付与剤には、例えばシリコーン系グラフト重合体（又は共
重合体）を用いることができる。
【００２８】
（２－２）（メタ）アクリル酸エステル共重合体
　（メタ）アクリル酸エステル共重合体は、（メタ）アクリル酸エステル単量体のみの重
合体、又は、（メタ）アクリル酸エステル単量体とビニル化合物単量体との共重合体であ
る。なお、（メタ）アクリレートとはアクリレートおよびメタアクリレートの総称である
。（メタ）アクリル酸等の（メタ）を含む化合物等も同様に、名称中に「メタ」を有する
化合物と「メタ」を有さない化合物の総称である。
【００２９】
　（メタ）アクリル酸エステルの単量体としては、例えばブチル（メタ）アクリレート、
２－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ペンチル（メタ）
アクリレート、オクチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレー
ト、ノニル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アク
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リレート、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、イソプロピル（
メタ）アクリレート、トリデシル（メタ）アクリレート、ミリスチル（メタ）アクリレー
ト、セチル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（
メタ）アクリレート、イソボロニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）
アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、メトキシエチル（メタ）アクリレート、
エトキシエチル（メタ）アクリレート、ブトキシメチル（メタ）アクリレートおよびエト
キシ－ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート
、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリ
レートが挙げられる。
【００３０】
　（メタ）アクリル酸エステル単量体に共重合可能なビニル化合物単量体としては、カル
ボキシル基、エポキシ基、アミド基、アミノ基、メチロール基、スルホン酸基、スルファ
ミン酸基又は（亜）リン酸エステル基といった官能基群の１種以上を有する官能基含有単
量体が挙げられる。
【００３１】
　カルボキシル基を有する単量体としては、例えば、（メタ）アクリル酸、クロトン酸、
マレイン酸、イタコン酸、フマール酸、アクリルアミドＮ－グリコール酸およびケイ皮酸
がある。
　エポキシ基を有する単量体としては、例えば、アリルグリシジルエーテルおよび（メタ
）アクリル酸グリシジルエーテルがある。
　アミド基を有する単量体としては、例えば、（メタ）アクリルアミドがある。
　アミノ基を有する単量体としては、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）ア
クリレートがある。
　メチロール基を有する単量体としては、例えば、Ｎ－メチロールアクリルアミドがある
。
【００３２】
（２－３）光重合性化合物
　光重合性化合物としては、例えば、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラ
メチロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタ
エリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアク
リレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、１，４－ブチレングリコールジ
アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ポリエチレングリコールジア
クリレート、シアヌル酸トリエチルアクリレート、市販のオリゴエステルアクリレートな
どが用いられる。
【００３３】
　光重合性化合物として、上記アクリレート系化合物の他に、ウレタンアクリレートオリ
ゴマーを用いることもできる。ウレタンアクリレートオリゴマーは、ポリエステル型又は
ポリエーテル型などのポリオール化合物と多価イソシアネート化合物とを反応させて得ら
れる末端イソシアネートウレタンプレポリマに、ヒドロキシ基を有する（メタ）アクリレ
ートを反応させて得られる。
【００３４】
　多価イソシアネート化合物には、例えば、２，４－トリレンジイソシアネート、２，６
－トリレンジイソシアネート、１，３－キシレンジイソシアネート、１，４－キシレンジ
イソシアネート、ジフェニルメタン４，４－ジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレ
ンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネートな
どが用いられる。また、ヒドロキシ基を有する（メタ）アクリレートには、例えば、２－
ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート
、ポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレー
ト、グリシドールジ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペン
タアクリレートなどが用いられる。
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【００３５】
　光重合性化合物としては、ビニル基を４個以上有するウレタンアクリレートオリゴマー
が、紫外線等の照射後の粘着剤の硬化が良好である点で好ましい。
【００３６】
　光重合性化合物の配合量は、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００質量部に対し
て５～２００質量部であり、２０～１８０質量部がさらに好ましく、５０～１５０質量部
がさらに好ましい。光重合性化合物の配合量を少なくすると、紫外線等の照射後の粘着シ
ートの剥離性が低下し、半導体チップのピックアップ不良を生じやすくなる。一方、光重
合性化合物の配合量を多くすると、ダイシング時の糊の掻き上げによりピックアップ不良
が生じ易くなるとともに、反応残渣による微小な糊残りが発生し、汚染の原因となる。
【００３７】
（２－４）多官能イソシアネート硬化剤
　多官能イソシアネート硬化剤は、イソシアネート基を２個以上有するものであり、例え
ば芳香族ポリイソシアネート、脂肪族ポリイソシアネート、脂環族ポリイソシアネート、
これらの二量体や三量体、アダクト体などが用いられる。
【００３８】
　芳香族ポリイソシアネートとしては、例えば１，３－フェニレンジイソシアネート、４
，４'－ジフェニルジイソシアネート、１，４－フェニレンジイソシアネート、４，４'－
ジフェニルメタンジイソシアネート、２，４－トリレンジイソシアネート、２，６－トリ
レンジイソシアネート、４，４'－トルイジンジイソシアネート、２，４，６－トリイソ
シアネートトルエン、１，３，５－トリイソシアネートベンゼン、ジアニシジンジイソシ
アネート、４，４'－ジフェニルエーテルジイソシアネート、４，４'，４"－トリフェニ
ルメタントリイソシアネート、ω，ω'－ジイソシアネート－１，３－ジメチルベンゼン
、ω，ω'－ジイソシアネート－１，４－ジメチルベンゼン、ω，ω'－ジイソシアネート
－１，４－ジエチルベンゼン、１，４－テトラメチルキシリレンジイソシアネートおよび
１，３－テトラメチルキシリレンジイソシアネートがある。
【００３９】
　脂肪族ポリイソシアネートとしては、例えばトリメチレンジイソシアネート、テトラメ
チレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ペンタメチレンジイソシア
ネート、１，２－プロピレンジイソシアネート、２，３－ブチレンジイソシアネート、１
，３－ブチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネートおよび２，４，４－
トリメチルヘキサメチレンジイソシアネートがある。
【００４０】
　脂環族ポリイソシアネートとしては、例えば３－イソシアネートメチル－３，５，５－
トリメチルシクロヘキシルイソシアネート、１，３－シクロペンタンジイソシアネート、
１，３－シクロヘキサンジイソシアネート、１，４－シクロヘキサンジイソシアネート、
メチル－２，４－シクロヘキサンジイソシアネート、メチル－２，６－シクロヘキサンジ
イソシアネート、４，４'－メチレンビス（シクロヘキシルイソシアネート）、１，４－
ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサンおよび１，４－ビス（イソシアネートメチ
ル）シクロヘキサンがある。
【００４１】
　二量体や三量体、アダクト体としては、例えばジフェニルメタンジイソシアネートの二
量体、ヘキサメチレンジイソシアネートの三量体、トリメチロールプロパンとトリレンジ
イソシアネートとのアダクト体、トリメチロールプロパンとヘキサメチレンジイソシアネ
ートとのアダクト体がある。
【００４２】
　上述のポリイソシアネートのうち、イソシアネート基を３個以上有するものが好ましく
、特にヘキサメチレンジイソシアネートの三量体、トリメチロールプロパンとトリレンジ
イソシアネートとのアダクト体、トリメチロールプロパンとヘキサメチレンジイソシアネ
ートとのアダクト体が好ましい。
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【００４３】
　多官能イソシアネート硬化剤の配合比は、（メタ）アクリル酸エステル共重合体１００
質量部に対して０．５～２０質量部であり、１～１０質量部が好ましい。多官能イソシア
ネート硬化剤が０．５質量部以上であれば、粘着力が強すぎないので、ピックアップ不良
の発生を抑制することができる。多官能イソシアネート硬化剤が２０質量部以下であれば
、粘着力が低下せず、ダイシング時に半導体チップの保持性が維持される。
【００４４】
（２－５）光重合開始剤
　光重合開始剤には、ベンゾイン、ベンゾインアルキルエーテル類、アセトフェノン類、
アントラキノン類、チオキサントン類、ケタール類、ベンゾフェノン類またはキサントン
類などが用いられる。
【００４５】
　ベンゾインとしては、例えばベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチ
ルエーテル、ベンゾインプロピルエーテルなどがある。
　アセトフェノン類としては、例えばベンゾインアルキルエーテル類、アセトフェノン、
２，２－ジメトキシ－２－アセトフェノン、２，２―ジエトキシ－２－アセトフェノン、
１，１－ジクロロアセトフェノンなどがある。
　アントラキノン類としては、２－メチルアントラキノン、２－エチルアントラキノン、
２－ターシャリブチルアントラキノン、１－クロロアントラキノンなどがある。
　チオキサントン類としては、例えば２，４－ジメチルチオキサントン、２，４－ジイソ
プロピルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサ
ントンなどがある。
　ケタール類としては、例えばアセトフェノンジメチルケータル、ベンジルジメチルケタ
ール、ベンジルジフェニルサルファイド、テトラメチルチウラムモノサルファイド、アゾ
ビスイソブチロニトリル、ジベンジル、ジアセチル、β－クロールアンスラキノンなどが
ある。
【００４６】
　光重合開始剤は、温度２３℃から、１０℃／分の昇温速度で５００℃まで昇温し、質量
減少率が１０％となった際の温度が２５０℃以上であるものが好ましい。後述する加温工
程においてウエハ等に貼付けられた粘着シートを１００～１５０℃で加温する際、光重合
開始剤が揮発又は劣化すると、後工程である光照射工程における粘着剤層の硬化が不十分
となり、十分な接着力の低下が得られず、続くピックアップ工程におけるピックアップ不
良の要因となる。このため、上記のような性状を有し、加温による揮発や劣化が生じ難い
光重合開始剤を用いることが好ましい。
【００４７】
　上記温度が２５０℃以上である光重合開始剤としては、エタノン，１－［９－エチル－
６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－（Ｏ－アセチ
ルオキシム）（ＢＡＳＦジャパン社製、製品名ＩＲＧＡＣＵＲＥ　ＯＸＥ０２）、２，４
，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド（ＢＡＳＦジャパン
社製、製品名ＬＵＣＩＲＩＮ　ＴＰＯ）、および２－ヒドロキシ－１－｛４－［４－（２
－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル｝－２－メチル－プ
ロパン－１－オン（ＢＡＳＦジャパン社製、製品名ＩＲＧＡＣＵＲＥ１２７）、２－ベン
ジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノン－１（ＢＡＳ
Ｆジャパン社製、製品名ＩＲＧＡＣＵＲＥ３６９）、２－ジメチルアミノ－２－（４－メ
チル－ベンジル）－１－（４－モルフォリンー４－イル－フェニル）－ブタン－１－オン
（ＢＡＳＦジャパン社製、製品名ＩＲＧＡＣＵＲＥ３７９）、ビス（２，４，６－トリメ
チルベンゾイル）－フェニルフォスフィンオキサイド（ＢＡＳＦジャパン社製、製品名Ｉ
ＲＧＡＣＵＲＥ８１９）等が挙げられる。
【００４８】
　このうち、特に上記温度が２７０℃以上である、エタノン，１－［９－エチル－６－（
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２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－（Ｏ－アセチルオキ
シム）（ＢＡＳＦジャパン社製、製品名ＩＲＧＡＣＵＲＥ　ＯＸＥ０２）、２，４，６－
トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド（ＢＡＳＦジャパン社製、
製品名ＬＵＣＩＲＩＮ　ＴＰＯ）、および２－ヒドロキシ－１－｛４－［４－（２－ヒド
ロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル｝－２－メチル－プロパン
－１－オン（ＢＡＳＦジャパン社製、製品名ＩＲＧＡＣＵＲＥ１２７）が好ましい。
【００４９】
　光重合開始剤の配合量は、（メタ）アクリル酸エステル重合体１００質量部に対して０
．１～２０質量部であり、０．２～１０質量部がさらに好ましく、０．５～５質量部がさ
らに好ましい。配合量が少な過ぎると、放射線照射後の粘着シートの剥離性が低下し、半
導体チップのピックアップ不良を生じやすくなる。一方、配合量が多過ぎると、光重合開
始剤が粘着剤表面へブリードアウトし、汚染の原因となる。
【００５０】
　光重合開始剤には、必要に応じて従来公知の光重合促進剤を１種または２種以上を組み
合せて併用してもよい。光重合促進剤には、安息香酸系や第三級アミンなどを用いること
ができる。第三級アミンとしては、トリエチルアミン、テトラエチルペンタアミン、ジメ
チルアミノエーテルなどが挙げられる。
【００５１】
　粘着剤層の厚みは、３μｍ以上１００μｍが好ましく、５μｍ以上２０μｍ以下が特に
好ましい。粘着剤層が厚過ぎると粘着力が高くなり過ぎ、ピックアップ性が低下する。ま
た、粘着剤層が薄過ぎると粘着力が低くなり過ぎ、ダイシング時のチップ保持性が低下し
、リングフレームとシートとの間で剥離が生じる場合がある。
【００５２】
２．半導体検査方法
　以下、本発明に係る半導体検査方法の具体的な工程を順に説明する。以下に示す半導体
検査方法は、半導体装置の製造工程の一部である。
【００５３】
（１）貼付工程
　まず、貼付工程において、粘着シートを半導体ウエハとリングフレームに貼り付ける。
半導体ウエハは、シリコンウエハおよびガリウムナイトライドウエハ、炭化ケイ素ウエハ
、サファイアウエハなどの従来汎用のウエハであってよい。本願明細書において、「半導
体ウエハ」は、樹脂封子されたパッケージ基板やＬＥＤ基板、ガラス基板などの半導体基
板を含む。
【００５４】
（２）ダイシング工程
　ダイシング工程では、半導体ウエハをダイシングして半導体チップにする。本願明細書
において、「半導体チップ」は、ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎ
ｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）やトランジスタ、ダイオード、ＬＥＤなどの半導体部品を含
む。
【００５５】
（３）吸着工程
　吸着工程では、半導体チップが粘着シートに貼り付けられた状態で、１００～１５０℃
のステージ上に前記粘着シートが前記ステージに接するように載せて吸着固定する。この
吸着工程は、ダイシング工程で得られた半導体チップを粘着シートから取り外さずに、ダ
イシング工程で用いた粘着シートをそのままステージに吸着させることによって行っても
よく、ダイシング工程で得られた半導体チップを粘着シートから取り外した後に、半導体
チップを別の粘着シートに貼り付け、この粘着シートをステージに吸着させることによっ
て行ってもよい。
【００５６】
（４）検査工程
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　検査工程では、半導体チップに形成された回路の試験を行うために、吸着工程後に、前
記ステージを１００～１５０℃に加熱しながら前記半導体チップの性能を検査する。加温
時間は、例えば１５分～５時間である。
【００５７】
　本発明に係る粘着シートは、加温された場合に基材が収縮し、リングフレームに固定さ
れた粘着シートに張りが出るため、粘着シートがたわんで変形することはない。また、粘
着付与樹脂の軟化に起因した粘着剤層の軟化をほとんど又は全く生じないため、半導体ウ
エハに過度に密着することがない。従って、本発明に検査方法では、粘着シートの変形に
伴う検査工程の長時間化やチップの破損を防止することができ、更に、後述する活性光線
照射工程およびピックアップ工程において、活性光線の照射により粘着剤層の十分な接着
力の低下が得られ、ピックアップ不良や糊残りを防止できる。
【００５８】
（５）活性光線照射工程
　光照射工程では、基材側から光硬化型粘着剤層に紫外線等の活性光線を照射する。紫外
線の光源としては、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、ブ
ラックライト等を用いることができる。
【００５９】
　光照射により粘着剤層は三次元網状化して硬化し、粘着剤層の粘着力が低下する。この
際、上述したように、本発明に係る粘着シートは加温してもウエハ等に過度に密着するこ
とがないため、活性光線の照射により十分な接着力の低下が得られる。
【００６０】
（６）ピックアップ工程
　ピックアップ工程では、粘着シートの粘着剤層から半導体チップを剥離する。この際、
本発明に係る粘着シートでは紫外線等の照射により十分な接着力の低下が得られているた
め、チップ又は部品と粘着剤層との間の剥離が容易となり、良好なピックアップ性が得ら
れ、糊残りなどの不良が生じることもない。ピックアップの方法としては、別の粘着シー
トに半導体チップを転写する方法や、粘着シートの裏側からスキージして剥離する方法、
あるいはニードルピン等で突き上げる方法が挙げられる。また、必要に応じて、ピックア
ップ工程の前にエキスパンド工程を設けても良い。エキスパンド工程では、粘着シートを
引き伸ばして半導体チップ同士の間隔を広げ、ピックアップしやすくさせる。
【００６１】
　ピックアップ工程後は、ピックアップしたチップ又は部品を、ダイアタッチペーストを
介してリードフレームに搭載する。搭載後、ダイアタッチペーストを加熱し、チップ又は
部品とリードフレームとを加熱接着する。その後、リードフレームに搭載したチップ又は
部品を樹脂でモールドする。
【実施例】
【００６２】
＜実施例１＞
　「表１」に示す配合に従って光硬化型粘着剤を調製した。光硬化型粘着剤をポリエチレ
ンテレフタレート製のセパレーターフィルム上に塗布し、乾燥後の粘着層の厚みが１０μ
ｍとなるように塗工した。この粘着層を基材に積層し、４０℃で７日間熟成し、粘着シー
トを得た。基材（Ｋ－１）には、厚さ３０μｍの二軸延伸ポリプロピレンフィルム（王子
エフテックス社製、ＦＣ－２０１）を用いた。
【００６３】
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【表１】

【００６４】
［基材］
　Ｋ－１：二軸延伸ポリプロピレン（王子エフテックス社製ＦＣ－２０１、厚さ：３０μ
ｍ）；１２０℃の熱収縮率２．０％。
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　Ｋ－２：二軸延伸ポリプロピレン（王子エフテックス社製Ｅ－２０１Ｆ、厚さ：４０μ
ｍ）；１２０℃の熱収縮率１．５％。
　Ｋ－３：二軸延伸ポリプロピレン（東洋紡社製パイレンフィルム－ＯＴ　Ｐ２１１１、
厚さ：３０μｍ）；１２０℃の熱収縮率３．３％。
　Ｋ－４：二軸延伸ポリプロピレン（合成品、厚さ：３０μｍ）；１２０℃の熱収縮率１
．１％。
　Ｋ－５：二軸延伸ポリプロピレン（合成品、厚さ：３０μｍ）；１２０℃の熱収縮率４
．８％。
【００６５】
［光硬化型粘着剤］
〔（メタ）アクリル酸エステル共重合体〕
　Ａ－１：日本ゼオン社製アクリルゴムＡＲ５３Ｌ；エチルアクリレート５４％、ブチル
アクリレート１９％、メトキシエチルアクリレート２４％の共重合体、乳化重合により得
られる。
　Ａ－２：綜研化学社製ＳＫダイン１４９６；２－エチルヘキシルアクリレート９６％、
２－ヒドロキシエチルアクリレート４％の共重合体、溶液重合により得られる。
〔光重合性化合物〕
　Ｂ－１：根上工業社製ＵＮ－９０５；イソホロンジイソシアネートの三量体にジペタエ
リスリトールペンタアクリレートを主成分とするアクリレートを反応させたものであり、
ビニル基の数が１５個。
　Ｂ－２：新中村化学社製Ａ－ＴＭＰＴ；トリメチロールプロパントリアクリレート、ビ
ニル基の数が３個。
〔多官能イソシアネート硬化剤〕
　Ｃ－１：日本ポリウレタン社製コロネートＬ－４５Ｅ；２，４－トリレンジイソシアネ
ートのトリメチロールプロパンアダクト体。
　Ｃ－２：トリメチレンジイソシアネート
〔光重合開始剤〕
　Ｄ－１：ＢＡＳＦジャパン社製ＩＲＧＡＣＵＲＥ１２７；２－ヒドロキシ－１－｛４－
［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル｝－２－
メチル－プロパン－１－オン、質量減少率が１０％の際の温度２７５℃。
　Ｄ－２：ＢＡＳＦジャパン社製ＩＲＧＡＣＵＲＥ　ＯＸＥ０２；エタノン，１－［９－
エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－（Ｏ
－アセチルオキシム）、質量減少率が１０％の際の温度３２０℃。
　Ｄ－３：ＢＡＳＦジャパン社製ＬＵＣＩＲＩＮ　ＴＰＯ；２，４，６－トリメチルベン
ゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド、質量減少率が１０％の際の温度２７０℃
。
　Ｄ－４：ＢＡＳＦジャパン社製ＩＲＧＡＣＵＲＥ６５１；ベンジルジメチルケタール、
質量減少率が１０％の際の温度１８５℃。
〔シリコーン系グラフト共重合体〕
　Ｅ－１：綜研化学社製ＵＴＭＭ－ＬＳ２；シリコーン分子鎖の末端に（メタ）アクリロ
イル基を有するシリコーン系オリゴマ系単位、及びメチルメタアクリレート等からなるア
クリルビニル単位を重合してなるシリコーン系グラフト共重合体。
〔粘着付与樹脂〕
　Ｆ－１：ヤスハラケミカル製ＹＳポリスターＳ１４５；テルペンフェノール系粘着付与
樹脂、軟化点１４５℃。
【００６６】
　得られた粘着シートをダミーの回路パターンを形成した直径８インチ×厚さ０．１ｍｍ
のシリコンウエハとリングフレームに貼り合わせた。シリコンウエハを、粘着シート貼り
付け面と反対側の面が接するようにホットプレート上に設置し、１２０℃で１時間加温し
た後、ダイシングおよび光照射、ピックアップの各工程を行った。
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【００６７】
　ダイシング工程の条件は以下の通りとした。
ダイシング装置：ＤＩＳＣＯ社製ＤＡＤ３４１
ダイシングブレード：ＤＩＳＣＯ社製ＮＢＣ－ＺＨ２０５Ｏ－２７ＨＥＥＥ
ダイシングブレード形状：外径５５．５６ｍｍ、刃幅３５μｍ、内径１９．０５ｍｍ
ダイシングブレード回転数：４０，０００ｒｐｍ
ダイシングブレード送り速度：５０ｍｍ／秒
ダイシングサイズ：１０ｍｍ角
粘着シートへの切り込み量：１５μｍ
切削水温度：２５℃
切削水量：１．０リットル／分
【００６８】
　光照射工程の条件は以下の通りとした。
紫外線照射：高圧水銀灯で照射量１５０ｍＪ／ｃｍ２

【００６９】
　ピックアップ工程の条件は以下の通りとした。
ダイシングしたウエハの上に、転写用粘着シート（シリコンウエハへの粘着力：６．２５
Ｎ／２５ｍｍ）を貼付したのち、転写用粘着シートを剥離してチップを転写。
【００７０】
　加温工程において、以下の評価を行った。
（１）粘着シートの変形
　１２０℃で１時間加温した後の粘着シートを観察し、以下の基準により評価した。
　◎（優）　：加温後も粘着シートに"たわみ"や"剥がれ"が発生しない。
　○（良）　：加温によって粘着シートに"たわみ"や"剥がれ"がわずかに発生する。
　×（不可）：加温によって粘着シートに"たわみ"や"剥がれ"が発生する。
【００７１】
　ダイシング工程およびピックアップ工程において、以下の評価を行った。
（１）チップ保持性
　チップ保持性は、ダイシング工程後において、半導体チップが粘着シートに保持されて
いる半導体チップの残存率に基づき、以下の基準により評価した。
　◎（優）　：チップ飛びが５％未満
　○（良）　：チップ飛びが５％以上１０％未満
　×（不可）：チップ飛びが１０％以上
【００７２】
（２）ピックアップ性
　ピックアップ性は、ピックアップ工程において、転写用粘着シートを用いて半導体チッ
プを転写させ、転写成功率（ピックアップ成功率）に基づき、以下の基準により評価した
。
　◎（優）　：チップのピックアップ成功率が９５％以上
　○（良）　：チップのピックアップ成功率が８０％以上９５％未満
　×（不可）：チップのピックアップ成功率が８０％未満
【００７３】
　評価結果を「表１」に示す。実施例１に係る粘着シートでは、加温工程後の粘着シート
の変形はなく、また、チップ保持性およびピックアップ性がともに優と評価された。
【００７４】
＜実施例２～２５＞
　基材の材料、（メタ）アクリル酸エステル共重合体および光重合性化合物、多官能イソ
シアネート硬化剤、光重合開始剤、シリコーン系グラフト共重合体の種類あるいは添加有
無を「表１」に示すように変更した以外は実施例１と同様にして粘着シートを製造し、評
価を行った。結果を表に示す。
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【００７５】
＜比較例１～３、５～１０＞
　基材として、以下の基材を用いた以外は実施例１と同様にして粘着シートを製造し、評
価を行った。結果を表２に示す。
　Ｋ－６：ポリエチレンテレフタレート（ユニチカ社製エンブレットＰＥＴ、厚さ：２５
μｍ）；１２０℃の熱収縮率０．５％
　Ｋ－７：環状オレフィンコポリマー（グンゼ社製Ｆフィルム、厚さ：１００μｍ）；１
２０℃の熱収縮率０．１％
　Ｋ－８：二軸延伸ポリプロピレン（合成品、厚さ：３０μｍ）；１２０℃の熱収縮率６
．０％
【００７６】
＜比較例４＞
　シリコーン系グラフト共重合体を添加せず、粘着付与樹脂を添加した以外は実施例１と
同様にして粘着シートを製造し、評価を行った。結果を表に示す。
【００７７】
【表２】

【００７８】
　実施例２～２５に係る粘着シートでは、加温工程後の粘着シートの変形がほとんど又は
全く無く、良好なチップ保持性およびピックアップ性が確認された。一方、比較例１、２
の粘着シートでは、加温後に粘着シートが変形してしまった。また、比較例３の粘着シー
トでは、加熱後にテープが一部剥がれてしまった。比較例４～７及び９～１０の粘着シー
トでは、ピックアップ性が不良となり、糊残りも顕著であった。比較例８の粘着シートで
はチップ保持性が悪かった。
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【００７９】
　本発明に係る粘着シートは、加温された場合にも粘着シートが変形せず、更に半導体ウ
エハに過度に密着することがないため、紫外線等の照射により粘着剤層の接着力を十分に
低下させることができ、良好なピックアップ性が得られる。従って、本発明に係る粘着シ
ートは、半導体装置の製造工程において、半導体チップを加温しながら性能検査する際に
用いることができるため、高温状態でのチップの異常をパッケージング工程前に知ること
ができ、パッケージングコストの削減につながる。
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